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１.処理対象月 1 か月目作業（定時決定時は４月） 

１－１．【必須】社会保険処理のお申し込み 

「（１）定時決定処理（算定処理）」「（２）随時改定処理（月変処理）」の場合 

実施したい社会保険処理のお申し込みをしてください（毎回お申し込み）。 

※「（３）毎月随時改定処理（毎月月変処理）」の場合 

PROSRV での初回処理時（毎年ではありません）のみお申し込みください。 

・社会保険処理のお申し込みは、「PROSRV お客様サイト」よりお申し込み可能です。 

・申し込み期限は、処理対象期間の１か月目２５日（定時決定の場合は４月２５日）まで   

です。 

「PROSRV お客様サイト」-「ユーザメニュー」‐「各種申し込み」「５．社会保険処理」 
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1 か月目 

こちら をクリック 
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① 「１．今回の申込内容」 

 以下、３つの処理より今回の処理内容を選択してください。 

〇随時改定 ･･･ 随時改定処理（月変処理）の場合は年月を記入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇定時決定 ･･･ 定時決定処理（算定処理）４･５･６月の場合は年度を記入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇毎月随時改定を行う ･･･ 毎月随時改定処理（毎月月変処理）をご利用のお客様は 

こちらを選択。 

（初回処理時にお申し込みいただければ、次回処理以降お申し込みは不要です） 
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②「２．処理スケジュール」 

以下、３つの処理スケジュールからご都合のよいものを選択してください。 

  〇対象３カ月最終月の２０日（非営業日の場合、翌営業日）⇒定時決定の場合６月２０日 

  〇対象３カ月最終月の２５日（非営業日の場合、翌営業日）⇒定時決定の場合６月２５日 

  〇対象３カ月最終月の最終営業日  

・具体的なスケジュールについては『社会保険 年間スケジュール表』を参照ください。

（「PROSRV お客様サイト」‐「各種ドキュメント」‐ 

「処理スケジュール（社会保険・私学共済・地方税）」よりダウンロード可能） 

・「データ送信日（ＩＮ）」は「本処理日（ＵＰ）」の前営業日となります。 

・電子申請データ、届書（『算定基礎届』『月額変更届』PDFファイル）の作成は、「IN（デ

ータ送信日）」２営業日後より可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜スケジュールの決定の具体例＞ 

  6/17 ６月給与本処理日  6/25 ６月給与支給日  7/10 届出書提出締切日 の場合 

   ↓ 

②「対象３カ月最終月の２５日（非営業日の場合、翌営業日）」のスケジュールを選択すると、 

 6/24 社会保険処理データ送信日（IN2）  

6/26 電子申請データ、届書（『算定基礎届』『月額変更届』PDFファイル）の作成が可能 

 

 

 

 

 

 

※６月給与の本処理結果、社会保険の仮処理結果等をご確認いただく時間を考慮いただき、 

ご都合のよい日程を３つのいずれかからご選択ください。 
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